
質汚濁が慢性化し、一部環境基準が未達成となっていることから、

事業名：大阪市公共下水道事業
（高度処理事業）

主たる目的：
大阪湾は富栄養化が進行しており、赤潮の発生など海域での水

質汚濁が慢性化し、一部環境基準が未達成となっていることから、
大阪湾流域別下水道整備総合計画基本方針において定められた整
備目標（暫定目標・・・窒素：10mg/L）を達成できるよう、高度
処理を導入する。

事業内容：
・高度処理に対応した水処理施設の新設 1か所
・高度処理に対応した水処理施設の再構築 1か所
・高度処理に対応した既設水処理施設の改造 3か所
（設備機器更新等）

事業概要
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別紙



事業概要（所在地）
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図１

[下水道]大阪市公共下水道事業（高度処理事業）
水処理施設の新設 １か所
水処理施設の再構築 １か所
既設水処理施設の改造（設備機器更新等） ３か所
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高度処理について
■ 背 景

・大阪市の下水道はほぼ全市域に普及し、全ての

下水処理場で活性汚泥法による高級処理を実施

することで市内の河川水質は大幅に改善されてい

る。

・しかしながら、大阪湾は、閉鎖性海域であるため、

過去に流入した栄養塩類を含む底泥が厚く堆積

するとともに、窒素・リンの流入等による富栄養化

が進行しており、赤潮の発生など海域での水質汚

濁が慢性化している。このようなことから、一部海

域において環境基準が未達成となっている。

■ 流域別下水道整備総合計画

・流総計画は環境基準を達成させるために策定される法定計画

・公共用水域の水質環境基準が定められた地域における下水道整備のマスタープラン

・流総計画が定められている地域における下水道事業は流総計画に適合していなければならない

（下水道法第2条の2、第6条第5号、第25条の5第4号）

・平成17年6月 下水道法改正による流総計画の記載内容の変更

（下水処理場毎の窒素・りん削減目標の設定義務付け等）
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■対策手法と整備進捗状況

○高度処理導入にあたって、大阪市は既に下水処理場が整備されており、その多くが窒素・りん

同時除去未対応であるため、改築更新時にあわせて導入するものとする。

<対策手法>

・導入済処理場：3か所（平成29年度末）
※2処理場において導入予定

■大阪湾流域別下水道整備総合計画（流総計画）

・平成17年7月 大阪湾流総見直し作業の着手

・平成20年3月 国による大阪湾流総計画 基本方針の策定

○下水処理場の整備目標

・水量加重平均値 8mg/L（窒素） 0.8mg/L（りん）

＜暫定目標＞

・平成37年までに既存施設の改築更新・増設が困難な場合には、10mg/L （窒素） を上限

< 流総計画の概要 >

・平成22年8月 大阪府がこれまでの計画を今後の人口減少や節水型社会を反映した計画へ見直し
国土交通大臣の同意を得た。

高度処理について



■流総計画について
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高度処理について

流総計画を大阪府が環境基本法に基づき策定し、平成37年度までに水質環境基準の達成・維
持管理するため、計画している。

■総量削減計画について

水質汚濁防止法に基づく、総量削減計画と流総計画の両計画において、整合を図っている。

総量削減計画において、下水処理場の放流水に総量規制が課せられ、総量規制を順守しない
場合は改善命令後、罰則規定がある。

流総計画
第2条の2

総量削減計画
第4条の3

環境基本法
第16条第1項

下水道法 水質汚濁防止法

整備目標 総量規制

改善命令
第13条第1項

↓
罰則
第30条

両計画の整合を図り、水質環境基準
を順守するため策定



• 大阪湾は閉鎖性海域であるため、富栄養化が進行しており、赤潮の

発生など海域での水質汚濁が慢性化し、一部海域において環境基準

が未達成となっている。

• 平成22年8月の流総計画において定められた整備（暫定）目標を達成

できるよう、処理施設の更新に合わせて、順次高度処理を導入する。

6

（調書 ３ ①）

社会経済情勢等の変化

事業開始時点と比べて、現時点での事業の必要性は同等あるいはさら

に高まっているといえる。



便益の項目
○公共用水域の水質保全
（高度処理事業）
高度処理事業の実施による総窒素の削
減効果を、事業実施しない場合に、浚渫
事業にて同等の効果を確保するために
必要となる代替事業費を便益として算定

費用の項目
○公共用水域の水質保全
（高度処理事業）
流総計画で暫定目標とされている、
水量加重平均水質を達成するために
必要な施設の建設・維持管理・改築

等にかかる費用を計上

【 事業効果 】
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（調書 ３ ②③）

下水道事業における費用効果分析マニュアル(案)に準拠

費用便益比：費用に見合う効果があるかどうかを判断する指標（B/C：Benefit/Cost)。

貨幣換算した総便益額（B）と総費用（C）を算出し、現在価値比較法により社会的割引率を
用いて現在価値に換算し、総便益を総費用で除して算出する。

基準年次・対象期間等
・基準年度 平成30年度
・対象期間
着手～完了後50年目まで
・社会的割引率 4.0%

○定量的効果



○定性的効果
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（調書 ３ ④）

総便益（B） 総費用（C）

7,445（億円） 793（億円）

総便益（B）／総費用（C）＝9.4・費用便益比（B/C）

【事業効果】

（調書 ３ ②③）

[効果項目]
・ 窒素以外の汚濁物が除去されることによる水質汚濁の軽減効果

[受益者]
・ 大阪市域の下水処理場から放流される公共用水域の利用者

○定量的効果
図２



事業の進捗状況、今後の進捗の見込み
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（調書 ４ ①～⑤⑦）

◇高度処理

十八条下水処理場

此花下水処理場

千島下水処理場

市岡下水処理場

中浜下水処理場 放出下水処理場

住之江下水処理場

T

T

T
T

T

T T

T

T

T
T

T

T 下水処理場

今福下水処理場
海老江下水処理場

大野下水処理場

津守下水処理場

平野下水処理場

全体事業費 既整備事業費 残事業費

約350億円 約37億円 約313億円

※1 リンについては、平成22年8月での流総計画の整備目標が達成されているため本評価の対象とはしていない

※２ 新規水処理施設整備部分については、8mg/L程度まで（窒素）の処理が可能

下水処理場の整備（暫定）目標

⇒ 水量加重平均値10mg/L （窒素）、0.8mg/L （リン）※1

＜現況と目標（窒素）＞

水質11mg/L （H29実績）⇒ 10mg/L （目標）

＜整備内容＞
・下水処理場（設備更新時）における水処
理方式の変更

処理場
水量
（m3/日）

完成
年度

今福 190,000 H26

海老江※2 185,000 H35予定

津守※2 315,000 H37予定

大野 215,000 H26

平野 310,000 H28

合計 1,215,000



事業の進捗状況、今後の進捗の見込み
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（調書 ４ ①～⑤⑦）

◇高度処理 全体事業費 既整備事業費 残事業費

約350億円 約37億円 約313億円
下水処理場の整備（暫定）目標

⇒ 水量加重平均値10mg/L （窒素）

図３、４

進捗率（H29年度末） 今後のスケジュール（H37年度末見込み）

導入済処理場 3か所 ⇒ 5か所：流域別下水道総合計画の目標達成

（投資額による進捗率 11％）
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事業費の見込み
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局運営方針等における本事業の位置づけ

（調書 ４ ①～⑤⑦）

• 建設局運営方針において、良好な水環境の創出のために、河川や海の水質環境
基準の達成をめざし、老朽設備の更新にあわせて施設の高度処理化を図るとしてい
る。

市の財政状況が厳しい中、下水道事業費は、H14（686億円）と比較して、H29は約半分（368億円）
となっている。高度処理（窒素除去）は、平成22年8月の流総計画に合わせ改築更新と同時に整備し
ている。

今後も厳しい状況であることが予想されるが、流総計画の目標に向けて効率的・効果的に事業を
実施し、引き続き着実な事業進捗を図る。

※その他（更新等）：

単純更新等の事業および場内緑化、上部利用等

のアメニティ対策

事業費の見込み
下水道事業（建設改良費）決算の推移（億円）686

579

476
420

317 331

429
386 376 396

344 321

402 368 385 368



現行計画と課題・問題点

高度処理について、可能な限り既存施設を有効利用すること等によるコスト縮減や運転管理の工
夫等による効果の早期発現を図っているが、現在検討中の経営形態の見直しをはじめ、今後も引
き続き効率的・効果的な事業実施を行っていく。

コスト縮減策、代替案（と将来見込み）
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（調書 ４ ⑥）

コスト縮減や代替案立案等の可能性

既存ストックを活用し、運転管理手法の工夫で、
効率的・効果的に高度処理を行う。

1Qsh 

好気槽(O)

標準法

0.5Qsh 

好気槽
(O)

既存の水路を利用し、設備や運転
方法の変更で高度処理を行う。

0.5Qsh 

無酸素槽
(A)

無酸素槽
(A)

AOAO法

好気槽
(O)



重点化の考え方
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（調書 ５）

事業名

全体
事業費

(百万円)

実績
事業費

(百万円)

進捗
率

完了
予定
年度

備考
重
点

実施状況・予定

21222324252627282930

今福下水処理場 4,101 2,808 37% H26 水処理施設設備工事等 ☆ ● ● ● ● ●

海老江下水処理場 9,184 431 2% H35
保全管理を含めた完了
予定年度は、Ｈ51

☆ ● ●

水質保全対策の主な事業の例

• 経済的かつ効率的に高度処理を導入するために、水処理施設更新や設備の更新時期に合

わせて施工できるものから優先的に導入している。

• 今福下水処理場：設備更新の時期に合わせて導入することにより、経済的かつ効率的に高度

処理の導入が可能

※H21,H22に検討を実施


